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平成１８年１０月以降の障害福祉サービスの支払いについて 

 

千葉市においては平成１８年度１０月以降の障害福祉サービスの支払いに

ついて同一事業所番号の請求書として作成することに伴い、サービス種類が異

なっていても同一事業所番号による１つの請求書については１つの口座番号

あてに支払いをすることにします。 

そのため、支払い口座番号の調査を行いますので、千葉市における同一事

業所番号の請求書の口座番号についての調査票について記入していただき、

平成１８年１０月１３日（金）までに千葉市障害者自立支援課まで郵送で提出

ください。 

 

提出書類 

・ 千葉市における同一事業所番号の請求書の口座番号についての調査票 

（事業者番号ごとに１枚ずつ提出してください。） 

 

支援費制度で委任状を提出いただいている事業者におかれましては今後、障害福

祉サービスについての委任状が必要となりますので、別紙委任状について記入して

いただき、押印後、郵送で提出ください。 

委任状については、請求者が法人の代表者でない場合は「委任状（請求）」、銀行

等の口座が法人の代表者の名義でない場合は「委任状（受領）」を提出いただくこ

とになります。（両方の場合は、「委任状（請求・受領）」となります。） 

なお、提出は該当する事業者のみとなります。 
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障害福祉サービス事業者説明会 

千葉市障害者自立支援課 

送付先 〒２６０－８７２２ 

    千葉市中央区千葉港１－１ 

    千葉市保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課自立推進係 

    電話    ０４３－２４５－５２２８ 

    ファックス ０４３－２４５－５５４９ 


